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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤バブルが投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音波画像を取得する超
音波診断装置において、
　前記被検体に対し超音波を送信し、当該超音波に基づくエコー信号を受信する超音波プ
ローブと、
　前記超音波プローブを駆動する駆動信号を生成し、前記超音波プローブに印加する駆動
信号生成手段と、
　前記エコー信号に基づいて、超音波画像を生成する画像生成手段と、
　前記超音波画像を表示する表示手段と、
　前記造影剤バブルを崩壊させる第１の音圧による第１の超音波送信と、前記造影剤バブ
ルを壊さない音圧であって血流の環流を画像化するための第２の音圧による第２の超音波
送信と、がそれぞれ所定の周期で繰り返される第１のプロトコルと、前記第１のプロトコ
ルとは異なるプロトコルであって少なくとも一回の前記第１の超音波送信を含む第２のプ
ロトコルと、が実行されるように、前記駆動信号生成手段を制御する制御手段と、
　前記第２のプロトコルに従う制御を割り込み動作として指示するための指示手段と、を
具備し、
　前記制御手段は、前記第１のプロトコルが前記被検体の心臓の収縮末期において実行さ
れるように、前記被検体の心電図信号のＲ波をトリガとして所定の遅延時間経過後に前記
第１のプロトコルを実行すると共に、当該第１のプロトコルの実行中において前記第２の
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プロトコルに従う制御が指示された場合には、前記第２のプロトコルが前記所定の遅延時
間内における割り込み動作として実行されるように、前記駆動信号生成手段を制御するこ
と、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第２のプロトコルに従う制御が完了した場合には、再び前記第１
のプロトコルに従う制御を実行することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、第２のプロトコルに従う制御が完了した場合には、前記第１のプロト
コルが中止された時点から当該第１のプロトコルに従う制御を実行することを特徴とする
請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　ユーザからの入力に従って、前記第２のプロトコルに含まれる前記第１の超音波送信の
回数及び周期の少なくとも一方を登録するための登録手段をさらに具備することを特徴と
する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記第１の超音波送信直前の前記第２の超音波送信によるエコー信号
に基づく第１の超音波画像を静的に、前記第１の超音波送信に基づくエコー信号又は前記
第１の超音波送信後の前記第２の超音波送信によるエコー信号の少なくとも一方に基づく
第２の超音波画像をリアルタイムで動的に、同時に表示することを特徴とする請求項１乃
至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、前記第１の超音波送信直前の前記第２の超音波送信によるエコー信号
に基づく第１の超音波画像を静的に、前記第１の超音波送信に基づくエコー信号又は前記
第１の超音波送信後の前記第２の超音波送信によるエコー信号の少なくとも一方に基づく
第２の超音波画像をリアルタイムで動的に、前記第１の超音波送信直後の前記第２の超音
波送信によるエコー信号に基づく第３の超音波画像を静的に、同時に表示することを特徴
とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定のプロトコルに従ってフラッシュスキャン（間歇送信）を行うフラッシ
ュエコーイメージング（ＦＥＩ：Ｆｌａｓｈ　Ｅｃｈｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ）において、任
意のタイミングでフラッシュスキャンが実行可能な超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は超音波パルス反射法により、体表から生体内の軟組織の断層像を無侵
襲に得る医療用画像機器である。この超音波診断装置は、他の医療用画像機器に比べ、小
型で安価、Ｘ線などの被爆がなく安全性が高い、血流イメージングが可能等の特長を有し
、心臓、腹部、泌尿器、および産婦人科などで広く利用されている。
【０００３】
　この超音波画像診断装置においては、種々の撮影法による生体情報の映像化が可能であ
る。例えばコントラストエコー法は、被検体の血管内に微小気泡（マイクロバブル）等か
らなる超音波造影剤を投与することで、超音波散乱エコーの増強を図るものである。また
、このコントラストエコー法では、ＦＥＩ法に代表されるように、高音圧で造影剤を破壊
したときに発生する非線形エコー信号を映像化する場合がある（例えば、特許文献１参照
）。この様な手法においては、高音圧で造影剤を破壊させるフレームを間歇的に制御する
モード（間歇送信モード、ＦＥＩモード）が必須となっている。通常この間歇送信モード
は、予め設定されたベースプロトコルに従って実行される。
【０００４】
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　例えばＥＣＧを利用した心筋のＦＥＩにおいては、まず、モニタスキャンによってモニ
タリングをし、被検体のＥＣＧ波形のＲ波で同期をとりながら心筋収縮末期の数心拍に一
回のトリガをかけてフレーム走査を実行し、被検体の所定断面を映像化する。続いて、モ
ニタリングを継続しつつ造影剤を投与すると、撮影断面が次第に染影され、組織にバブル
が充満されたことが認識できるようになる。
【０００５】
　造影剤投与後しばらく経つと撮影領域に造影剤が充満することになる。図９に示すよう
に、この状況をＢモード画像で観察すると、多くの領域が染影されているため、高輝度領
域が高輝度のエコー（陳旧性の心筋梗塞部位）によるものであるのか、又は造影剤による
ものであるのかを判断できない場合がある。また、疑似ドプラ法による観察においても、
モーションアーティファクトと造影剤による染影とを区別できない場合がある。
【０００６】
　そこで、通常のＦＥＩにおいては、図１０に示すように、限られた造影剤の量で間歇送
信を変化させて、高音圧送信により走査面内のバブルを破壊し、再度造影剤の流入による
染影の濃淡の変化を確認する。これにより、高輝度領域が組織であるか、造影剤による染
影領域であるかを判断することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－７０３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した手法によれば、予め設定されたベースプロトコルに従って実行
されるため、任意のタイミングで確認することができない。従って、操作者は、次のフラ
ッシュスキャンまで待機する必要がある。また、複数回の確認を希望する場合には、その
回数に相当するフラッシュエコーを実現する必要があり、その分の待機を余儀なくされ、
効率の点で問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、所定のプロトコルに従ってフラッシュス
キャンを行うＦＥＩモードにおいて、任意のタイミングで簡便にフラッシュスキャンを実
行し、高輝度領域が組織か造影剤による染影領域であるかを適宜判断することができる超
音波診断装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、造影剤バブルが投与された被検体の所定部位を超音波で走査
し超音波画像を取得する超音波診断装置において、前記被検体に対し超音波を送信し、当
該超音波に基づくエコー信号を受信する超音波プローブと、前記超音波プローブを駆動す
る駆動信号を生成し、前記超音波プローブに印加する駆動信号生成手段と、前記エコー信
号に基づいて、超音波画像を生成する画像生成手段と、前記超音波画像を表示する表示手
段と、前記造影剤バブルを崩壊させる第１の音圧による第１の超音波送信と、前記造影剤
バブルを壊さない音圧であって血流の環流を画像化するための第２の音圧による第２の超
音波送信と、がそれぞれ所定の周期で繰り返される第１のプロトコルと、前記第１のプロ
トコルとは異なるプロトコルであって少なくとも一回の前記第１の超音波送信を含む第２
のプロトコルと、が実行されるように、前記駆動信号生成手段を制御する制御手段と、前
記第２のプロトコルに従う制御を割り込み動作として指示するための指示手段と、を具備
し、前記制御手段は、前記第１のプロトコルが前記被検体の心臓の収縮末期において実行
されるように、前記被検体の心電図信号のＲ波をトリガとして所定の遅延時間経過後に前
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記第１のプロトコルを実行すると共に、当該第１のプロトコルの実行中において前記第２
のプロトコルに従う制御が指示された場合には、前記第２のプロトコルが前記所定の遅延
時間内における割り込み動作として実行されるように、前記駆動信号生成手段を制御する
こと、を特徴とする超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　以上本発明によれば、所定のプロトコルに従ってフラッシュスキャンを行うＦＥＩモー
ドにおいて、任意のタイミングで簡便にフラッシュスキャンを実行し、高輝度領域が組織
か造影剤による染影領域であるかを適宜判断することができる超音波診断装置を実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０の構成を示した図である。
【図２】図２は、プロトコル開始ボタン２６の外観の一例を示した図である。
【図３】図３は、ＦＥＩにおけるスキャンシーケンスを説明するため図である。
【図４】図４は、ＦＥＩを実行するプロトコルを説明するための図である。
【図５】図５は、プロトコル割り込み機能に基づくプロトコル割り込みを含むスキャンシ
ーケンス図、ＥＣＧ波形図等を示したものである。
【図６】図６は、プロトコル割り込み機能について説明するための概念図である。
【図７】図７は、本超音波診断装置が有する表示機能によってモニター２９に表示された
フラッシュ前段画像Ａ（静止画像）と現在撮影中のリアルタイム画像Ｂ（動画像）とを示
した図である。
【図８】図８は、本超音波診断装置が有する表示機能によってモニター２９に同時に表示
されたフラッシュ前段画像Ａ（静止画像）、リアルタイム画像Ｂ（動画像）、フラッシュ
後段画像Ｃ（静止画像）を示している。
【図９】図９は、ＦＥＩを説明するための図である。
【図１０】図１０は、ＦＥＩを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の
説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重
複説明は必要な場合にのみ行う。なお、以下の説明において、造影剤バブルを崩壊させる
ための高音圧による超音波走査をフラッシュスキャンと呼び、造影剤バブルを壊さない音
圧であって血流の再環流（ｒｅｐｌｅｎｉｓｈｍｅｎｔ）を画像化するための低音圧によ
る超音波走査をモニタリングスキャンと呼ぶ。
【００１５】
　（第１の実施形態）　
　まず、本実施形態に係る超音波診断装置１０の構成を、図１を参照しながら説明する。
図１に示すように、本超音波診断装置１０は、超音波プローブ１１、送受信部１３、信号
処理部１５、画像生成部１７、ホストＣＰＵ１９、記憶部２１、プロトコルメモリ２３、
入力装置２４、当該入力装置２４に設けられたプロトコル設定ＵＩ２５及びプロトコル開
始ボタン２６、モニター２９、ＥＣＧ３０を具備している。
【００１６】
　超音波プローブ１１は、パルサからの駆動信号に基づき超音波を発生し、被検体からの
反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられる整合層、当
該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有している。当該超
音波プローブ１１から被検体に送信された超音波は、体内組織や血流、造影剤バブル等の
音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ１２
に受信される。
【００１７】
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　送受信部１３は、ＦＥＩにおいて、モニタリングスキャン用の低音圧超音波を発生する
ための駆動パルス、及びフラッシュスキャン用の高音圧超音波を発生するための駆動パル
スの二種類を発生する。このモニタリングスキャン用とフラッシュスキャン用との二種類
の超音波送信を実現するため、送受信部１３は、それぞれの送信に対応するレートパルス
発生回路、遅延回路およびパルサ回路（図示せず）を有している。レートパルス発生回路
では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成するた
めのレートパルスが繰り返し発生される。遅延回路では、チャンネル毎に超音波をビーム
状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間Ｔが、各レートパルスに与えら
れる。パルサ回路は、レートパルスを所定の駆動電圧にまで増幅した駆動パルスを生成し
、与えられた遅延時間に基づくタイミングで、プローブ１１に駆動パルスを印加する。
【００１８】
　なお、モニタリングスキャン用及びフラッシュスキャン用の各超音波を発生するための
駆動パルスは、ＥＣＧ３０によって検出されるＲ波をトリガとし、遅延時間Ｔを心臓の収
縮末期に合わせて生成される。さらに、後述する割り込みプロトコルに対応するフラッシ
ュスキャン用の超音波送信は、遅延時間Ｔにおいて複数フレーム分実行されるものとする
。
【００１９】
　また、送受信部１３は、プロトコル開始ボタン２６の操作に応答して、フラッシュスキ
ャン用の駆動パルスを任意のタイミング（すなわち、心拍相）で発生させる。すなわち、
送受信部１３は、プロトコル開始ボタン２６からの指示に基づくホストＣＰＵ１９からの
制御に応答して、送信系をモニタリングスキャン用からフラッシュスキャン用に切り替え
、高音圧超音波を発生するための駆動パルスを超音波プローブ１１に印加する。
【００２０】
　さらに、送受信部１３は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有し
ている。アンプ回路では、プローブ１１を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎
に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに
必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エコー
信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とに
より超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２１】
　信号処理部１５は、Ｂモード処理系とドプラ処理系とを有している。Ｂモード処理系で
は、送受信部１３から受けとった受信信号に対して対数増幅等が施される。増幅された信
号は、画像生成部１７に送られ、反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像としてモニ
ター２９にカラー表示される。ドプラ処理系では、ドプラ効果による血流や組織、造影剤
エコー成分が抽出され、平均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。血
流情報は画像生成部１７に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み
合わせ画像としてモニター２９にカラー表示される。
【００２２】
　画像生成部１７は、信号処理部１５から入力した超音波スキャンの走査線信号列を、空
間情報に基づいた直交座標系のデータに変換し、さらにビデオフォーマット変換を行う。
また、画像生成部１７は、後述するフラッシュ前段画像を静的にリアルタイム画像と同時
にモニター２９に表示するための制御を行う。
【００２３】
　ホストＣＰＵ１９は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装置
本体の動作を制御する制御手段である。ホストＣＰＵ１９は、記憶部２１からＦＥＩ、及
び割り込みプロトコルに基づく処理等を実行するための制御プログラムを読み出して図示
していない一時記憶メモリ上に展開し、各種処理に関する演算・制御等を実行する。
【００２４】
　記憶部２１は、画像データ、予めプログラムされたＦＥＩスキャンシーケンスを実行す
るためのベースプロトコル、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送
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受信条件、その他のデータ群を記憶する。この記憶部２１内のデータ、又はプロトコルメ
モリ２３内のデータは、図示していないインタフェース回路を経由して外部周辺装置へ転
送することも可能となっている。
【００２５】
　プロトコルメモリ２３は、現在実行中のベースプロトコルに対し、任意のタイミングで
割り込み処理を実行させる種々の割り込みプロトコルを記憶している。このプロトコルメ
モリ２３内の割り込みプロトコルは、プロトコル設定ＵＩ２５からの所定の操作により、
新たに設定（登録）することも可能である。
【００２６】
　入力装置２４は、オペレータからの各種指示・命令・情報を装置１０にとりこむための
ＵＩ、関心領域（ＲＯＩ）の設定などを行うための（マウスやトラックボール、モード切
替スイッチ、キーボード等）ＵＩ等が設けられている。
【００２７】
　プロトコル設定ＵＩ２５は、割り込みプロトコルを設定・編集等するためのユーザイン
タフェースである。
【００２８】
　プロトコル開始ボタン２６は、プロトコルメモリ２３に記憶されている各プロトコルに
割り当てられる図２に示すような複数のボタンである。当該プロトコル開始ボタン２６を
任意のタイミングで操作することで、当該ボタンに対応する割り込みプロトコルが、現在
実行中のベースプロトコルに対する割り込み処理として任意のタイミングで実行される。
【００２９】
　モニター２９は、画像生成部１７からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情報
や、血流情報を画像として表示する。また、造影剤を用いた場合には、造影剤の空間的分
布、つまり血流或いは血液の存在している領域を求めた定量的な情報量に基づいて、輝度
画像やカラー画像として表示する。
【００３０】
　ＥＣＧ（ＥｌｅｃｔｒｏＣａｒｄｉｏＧｒａｍ）３０は、被検体の心臓の電気現象に基
づいて電気信号を発生し、その波形の時間変化をグラフ化する。この電気信号の波形には
Ｐ，Ｑ，Ｒ，Ｓ，Ｔ，Ｕと命名されたピークがある。本超音波診断装置１０では、ピーク
Ｒにおける電気信号（Ｒ波）に応答して超音波送信のトリガかかけられる。
【００３１】
　（ＦＥＩ：Ｆｌａｓｈ　Ｅｃｈｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ）
　次に、ＦＥＩについて説明する。このＦＥＩは、造影剤を使用するコントラストエコー
撮影において実行されるものであり、使用する造影剤は、気泡を崩壊、消失させることに
よって非線形エコー信号を収集するための従来型造影剤、又は気泡を崩壊、消滅させなく
ても、強い非線形エコー信号を発生する次世代型造影剤のいずれであってもよい。
【００３２】
　例えば、前者の従来型造影剤を使用するＦＥＩの場合には、図３に示すように、ＥＣＧ
と同期をとりながら、モニタリングスキャンによって診断部位への造影剤流入状況をモニ
タリングし、造影剤が超音波走査面に充満したタイミングにおいてフラッシュスキャンに
より微小気泡を崩壊、消失させ非線形エコー信号（高調波）を取得するための超音波送信
と、を繰り返し実行する。一方、後者の次世代型造影剤を使用するＦＥＩの場合には、Ｅ
ＣＧと同期をとりながら所定のタイミングでトリガをかけて低音圧スキャンを実行し、非
線形エコー信号を取得する超音波送信を繰り返し実行する。なお、次世代型造影剤を使用
するＦＥＩの低音圧スキャンにおいてトリガをかけるのは、スキャンする際の心時相を制
御するため、及び前回の低音圧スキャンによって造影剤は（高音圧スキャンに比して少な
いが）ある程度破壊、消滅しており、これを補うためである。
【００３３】
　なお、以下においては話を具体的にするため、従来型造影剤を使用するＦＥＩを例に説
明する。しかし、いずれの造影剤を使用するＦＥＩ法であっても、図４に示すように、予
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めプログラムされたベースプロトコルに従って実行される点は同様である。
【００３４】
　（プロトコル割り込み機能）　
　次に、本超音波診断装置１０が有するプロトコル割り込み機能について説明する。
【００３５】
　図５は、プロトコル割り込み機能に基づくプロトコル割り込みを含むスキャンシーケン
ス図、ＥＣＧ波形図等を示したものである。同図における矢印は、一フレーム分のスキャ
ンを示している。また、図６は、当該プロトコル割り込み機能について説明するための概
念図である。
【００３６】
　まず、図５、図６に示す様に、ベースプロトコルに従って通常のＦＥＩが実行されてい
るとする。このとき、操作者は、図５に示すように時間の経過に従って、造影剤による心
筋染影の様子を観察することができる。
【００３７】
　ここで、例えば時刻ｔ２においてある高輝度領域が組織であるのか、又は造影剤によっ
て染影された血流であるのかの判断が困難になったとする。この場合、操作者は、所望の
タイミング（図５ではｔ３）で「スラッシュスキャン実行」に対応するプロトコル開始ボ
タン２６ａを操作する。
【００３８】
　ホストＣＰＵ１９は、この操作に応答して送受信部１３を制御して送信系を現行のモニ
タリングスキャン用からスラッシュスキャン用に切り替え、の高音圧超音波を発生するた
めの駆動パルスをプローブ１１に印加する。なお、図５には、３フレーム分のフラッシュ
スキャンを実行する例を示してある。
【００３９】
　超音波プローブ１１は、印加された駆動パルスに基づいて、造影剤を破壊させるための
高音圧超音波を、被検体に送信する。造影剤は、当該高音圧超音波によって、図５に示す
ように破壊されることになる（時刻ｔ４乃至時刻ｔ６）。従って、例えば時刻ｔ７での超
音波送信によって得られる超音波画像は、造影剤によって染影されていない画像（今の場
合、心筋組織画像）となる。従って、時刻ｔ２において観察された高輝度領域は、組織に
よるものであったことがわかる。さらに、操作者は、時刻ｔ７から以降、例えば時刻ｔ８

まで、再び造影剤の流入状況を観察することができる。
【００４０】
　なお、図５において、造影剤を破壊させるための高音圧超音波は、プロトコル開始ボタ
ン２６ａが操作された時刻ｔ３から、しばらく時間が経過した時刻ｔ４に開始している。
しかしながら、この時間経過は必須ではなく、造影剤を破壊させるための高音圧超音波の
送信は、設定により、プロトコル開始ボタン２６ａの操作後任意のタイミング、例えばプ
ロトコル開始ボタン２６ａの操作直後（すなわち、時刻ｔ３直後）に実行する構成であっ
てもよい。
【００４１】
　また、以後のベースプロトコルに従ったＦＥＩにおいて、再度任意のタイミングで造影
剤を破壊したい場合には、同様の操作を行えばよい。
【００４２】
　上記プロトコル開始ボタン２６ａの操作に応答したスラッシュスキャン実行は、図６に
示すように、動作制御の観点からすれば、ベースプロトコルに対する新たなプロトコル（
又はそれに対応する動作モード）の割り込みと捉えることができる。上記例では、割り込
みプロトコルとして、プロトコル開始ボタン２６ａに割り当てられたフラッシュスキャン
を割り込み処理として実行した。しかしこれに限定する趣旨ではなく、他の処理をプロト
コル開始ボタン２６ｂ、２６ｃ等に割り当て、これを操作することで任意のタイミングで
実行する構成であってもよい。他の処理の例としては、例えば、フラッシュスキャンを所
定の時間間隔で複数回実行する処理、プロトコル開始ボタン２６ａとはフレーム数が異な
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るフレッシュスキャンを実行する処理等が挙げられる。
【００４３】
　なお、この割り込みプロトコルの進捗度は、例えばタクスバー等によって表示されるこ
とが好ましい。これにより、現在の処理が割り込み処理であるのか否かを容易に判断する
ことができる。
【００４４】
　本超音波診断装置は、以上述べた様に、ＦＥＩのベースプロトコル実行中において、他
の割り込みプロトコルを任意のタイミングで実行することができる。従って、フラッシュ
スキャン実行プロトコルを割り込みプロトコルとすることで、撮影領域に存在する造影剤
バブルを任意のタイミングで簡単且つ迅速に破壊することができる。その結果、操作者は
、造影剤流入開始から染影までの状況（再環流状況）を所望のタイミングで観察すること
ができ、高輝度領域が組織であるのか造影剤による染影であるのかを、簡単且つ迅速に判
断することができる。
【００４５】
　また、本超音波診断装置は、割り込みプロトコルの実行指示が割り当てられたプロトコ
ル開始ボタンを有している。従って、操作者は、当該プロトコル開始ボタン２６ａを操作
するだけで、フラッシュスキャンの実行を簡単且つ迅速に指示することができる。
【００４６】
　（表示機能）　
　次に、本超音波診断装置１０の表示機能について説明する。上記割り込み処理によるフ
ラッシュスキャンにより、操作者は任意のタイミングで対象部位への造影剤流入開始タイ
ミングを制御することができる。本機能は、当該タイミング制御に基づく造影剤流入状況
を効果的に観察するためのものであり、異なるプロトコルによって収集された複数の画像
を同時に表示するものである。
【００４７】
　図７は、本表示機能によってモニター２９に表示されるフラッシュ前段画像Ａ（静止画
像）と現在撮影中のリアルタイム画像Ｂ（動画像）とを示した図である。ここで、フラッ
シュ前段画像とは、過去に実行されたフラッシュスキャンの前段に、望ましくは直近のフ
ラッシュスキャンの直前に収集されたフレームに対応する画像であって、造影剤によって
染影されている画像を意味する。なお、本装置１０では、どのフレームの画像をフラッシ
ュ前段画像とするかは、任意に設定することができる。
【００４８】
　この表示形態により、上述したフラッシュスキャンを割り込み処理として実行した場合
には、次の様にして造影剤流入状況を観察することができる。すなわち、まず、モニター
２９にフラッシュ前段画像Ａと現在撮影中のリアルタイム画像Ｂとが表示される。このと
き、撮影部位に造影剤が流入している状態であれば、リアルタイム画像Ｂは当該流入を反
映した染影画像となっている。
【００４９】
　次に、操作者は、所望のタイミングにてプロトコル開始ボタン２６ａを操作し、割り込
み処理としてのフラッシュスキャンを実行する。このスキャンによって造影剤は破壊され
、リアルタイム画像Ｂは組織のみを表示する画像となる。以後、リアルタイム画像Ｂは、
時間の経過とともに造影剤の流入に従って造影され、次第に同時に表示されているフラッ
シュ前段画像Ａに近づいて行き、最終的には、フラッシュ前段画像Ａと同じ様に染影され
た画像になる。
【００５０】
　すなわち、操作者は、プロトコル開始ボタン２６ａの操作によってリアルタイム画像Ｂ
の造影状況を任意のタイミングで初期化し、当該リアルタイム画像Ｂがフラッシュ前段画
像Ａの様に造影されるまで変化していく様子を、両画像を同時に観察しながら確認するこ
とができる。従って、操作者は、常にリアルタイム画像Ｂとフラッシュ前段画像Ａとを比
較・観察することができ、フラッシュ前段画像Ａにおいて造影されている領域が組織であ



(9) JP 4583494 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

るのか造影剤によるものであるのかを、容易に判断することができる。
【００５１】
　本表示機能おいては、他の表示形態も可能である。図８は、本表示機能によって実現さ
れる表示形態の変形例を示しており、モニター２９に同時に表示されたフラッシュ前段画
像Ａ、リアルタイム画像Ｂ、フラッシュ後段画像Ｃ（静止画像）を示している。ここで、
フラッシュ後段画像とは、過去に実行されたフラッシュスキャンの後段に、望ましくは直
近のフラッシュスキャンの直後に収集されたフレームに対応する画像であって、造影剤に
よる染影を含まない画像（組織画像）を意味する。なお、本装置１０では、どのフレーム
の画像をフラッシュ項段画像とするかについても、任意に設定することができる。
【００５２】
　図８に示す表示形態により、上述したフラッシュスキャンを割り込み処理として実行し
た場合には、次の様にして造影剤流入状況を観察することができる。すなわち、まず、モ
ニター２９にフラッシュ前段画像Ａ及びフラッシュ後段画像Ｃと、現在撮影中のリアルタ
イム画像Ｂとが表示される。
【００５３】
　次に、操作者は、所望のタイミングにてプロトコル開始ボタン２６ａを操作し、割り込
み処理としてのフラッシュスキャンを実行する。このスキャンによって造影剤は破壊され
、リアルタイム画像Ｂは、フラッシュ後段画像Ｃと同様に組織のみを表示する画像となる
。以後、リアルタイム画像Ｂは、時間の経過とともに造影剤の流入に従って造影され、次
第に同時に表示されているフラッシュ前段画像Ａに近づいて行き、最終的には、フラッシ
ュ前段画像Ａと同じ様に造影された画像になる。
【００５４】
　すなわち、プロトコル開始ボタン２６ａの操作によってリアルタイム画像Ｂの造影状況
を初期化した以後において、フラッシュ後段画像Ｃはリアルタイム画像Ｂ最初の状態に、
フラッシュ前段画像Ａはリアルタイム画像Ｂの最後の状態に、それぞれ対応している。従
って、操作者は、造影剤流入の初期状態を表すフラッシュ後段画像Ｃ、中間状態を動画的
に表すリアルタイム画像Ｂ、終期状態を表すフラッシュ前段画像Ａとを常に比較・観察す
ることができ、フラッシュ前段画像Ａにおいて造影されている領域が組織であるのか造影
剤によるものであるのかを、容易に判断することができる。
【００５５】
　（第２の実施形態）　
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本第２の実施形態に係る超音波診断
装置１０は、第１の実施形態とは異なり、送受信部１３において、一つの送信系によって
モニタリングスキャン用の低音圧超音波を発生するための駆動パルス、及びフラッシュス
キャン用の高音圧超音波を発生するための駆動パルスの発生を実現するものである。
【００５６】
　すなわち、例えばモニタリングスキャン用の低音圧超音波送信中においてプロトコル開
始ボタン２６ａが操作された場合には、送受信部１３は、ホストＣＰＵ１９の制御に基づ
いて、パルサ回路におけるレートパルスの増幅率を、モニタリングスキャン用からフラッ
シュスキャン用に切り替える。パルサ回路は、この切り替えに応答して、レートパルスを
フラッシュスキャン用の高電圧にまで増幅した駆動パルスを生成し、与えられた遅延時間
に基づくタイミングで、プローブ１１に駆動パルスを印加する。
【００５７】
　また、割り込み処理としてのフラッシュスキャンが終了した場合には、送受信部１３は
、ホストＣＰＵ１９の制御に基づいて、パルサ回路におけるレートパルスの増幅率を、フ
ラッシュスキャン用からモニタリングスキャン用に切り替える。パルサ回路は、レートパ
ルスをモニタリングスキャン用の低電圧にまで増幅した駆動パルスを生成し、与えられた
遅延時間に基づくタイミングで、プローブ１１に駆動パルスを印加する。
【００５８】
　この様な構成によれば、第１の実施形態と同様の効果に加えて、送信系を一系統とする
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る場合と比較して、その動作制御を簡便にすることができる。
【００５９】
　以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明は上記実施形態そのままに限定さ
れるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化
できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより
、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要
素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　以上本発明によれば、所定のプロトコルに従ってフラッシュスキャンを行うＦＥＩモー
ドにおいて、任意のタイミングで簡便にフラッシュスキャンを実行し、高輝度領域が組織
か造影剤による染影領域であるかを適宜判断することができる超音波診断装置を実現でき
る。
【符号の説明】
【００６１】
　１０…超音波診断装置、１１…超音波プローブ、１３…送受信部、１５…信号処理部、
１７…画像生成部、１９…ホストＣＰＵ、２１…記憶部、２３…プロトコルメモリ、２４
…入力装置、２５…プロトコル設定ＵＩ、２６ａ、２６ｂ、２６ｃ…プロトコル開始ボタ
ン、２７…入力装置、２９…モニター

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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